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岐阜県森林公社「新規就業者等定着支援事業」事務取扱要領 

 （平成３０年５月９日 森公第１０６号通知） 

（平成３１年４月１日 森公第１４号通知） 

（令和２年４月１日 森公第３号通知） 

（令和３年４月１日 森公第２６号通知） 

（令和４年４月１日 森公第２７号通知） 

（令和４年１１月１１日 森公第５２９号通知） 

（令和６年４月１日 森公第８号通知） 

（令和８年４月１日 森公第７号通知） 

 

第１ 総則 

公益社団法人岐阜県森林公社（以下「公社」という。）の行う「新規就業者等定着支援事

業」（以下「本事業」という。）の実施については、岐阜県森林・林業対策事業補助金交付

要綱（平成１８年４月１日付け林第７号林政部長通知。以下「県交付要綱」という。）、 岐

阜県林業労働力対策実施要領（昭和４６年７月５日付け林政第５５６号林政部長通知、以下

「県要領」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。  

 

第２ 対象範囲等 

本要領で定める事業の対象範囲は、県要領第２章のⅠの第１の３のうち、以下のものとす

る。 

（１）安全講習等受講に対する支援 

（２）新規造林保育専門会社等への自立支援金の給付 

（３）外部講師による造林保育指導費用の支援 

 

第３ 助成対象となる事業実施主体 

助成対象となる事業実施主体は、県が実施する林業労働力調査への報告実績がある林業

事業体とする（当該年度調査（前年度実績）の報告があって、現在継続して森林整備事業等

を実施している林業事業体とする）。ただし、県が実施する林業労働力調査への報告実績が

ない場合は、誓約書（第１号様式）の提出をもって補助対象事業者とする。 

また、第２の（２）及び（３）については、一人親方を補助対象としない。 

なお、各メニューにおいて（第２の（１）については受講する講習ごと） 、他の事業に

よる助成金等を活用する場合は本事業の助成対象としない。 

 

第４ 事業内容等 

第２の（１）から（３）までに係る事業内容等については、以下のとおりとする。 

（１）安全講習等受講に対する支援 
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①事業内容 

・労働安全衛生法及び同規則により、雇用主は、労働者にチェーンソーを用いて伐木作

業を行わせる際、特別教育を受講けさせなければならない。また、伐木等機械や走行

集材機械等の運転を行う場合にも特別教育等が必要である。さらに、技術を研鑚し、

組織の主となって活躍する森林技術者は、各種の主任者技能講習を受講する必要が

ある。安全かつ効率的な作業を促進していくため、森林技術者が受講する各種講習等

の受講経費について助成する。 

②助成対象事業 

・対象となる講習は、安全衛生法令に基づくもの及び厚生労働省通知によるものとす

る。 

③助成率等 

・助成額は、予算の範囲内で助成対象事業費の１／２以内とする。 

④事業の要件等 

・助成対象とする講習は次のとおりとする。 

〔講習等の種類〕 

・安全衛生推進者能力向上教育（初任時） 

・造林作業指揮者等安全衛生教育 

・刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 

・伐木等の業務に係る特別教育 

・チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 

・伐木等機械の運転の業務に係る特別教育 

・走行集材機械の運転の業務に係る特別教育 

・林業架線作業主任者免許試験 

・林業架線作業主任者能力向上教育 

・林業集材装置の運転の業務に係る特別教育 

・機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育 

・簡易架線集材装置の運転の業務に係る特別教育 

・ショベルローダー等運転技能講習（1t以上） 

・ショベルローダー等の運転業務に係る特別教育（1t未満） 

・フォークリフト運転技能講習（1t以上） 

・フォークリフトの運転業務に係る特別教育（1t未満） 

・はい作業主任者技能講習 

・荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育 

・小型移動式クレーン運転技能講習（1t以上 5t未満） 

・小型移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育（1t未満） 

・クレーンの玉掛け技能講習（1t以上 5t未満） 
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・クレーンの玉かけ業務に係る特別教育（1t未満） 

・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 

・車両系建設機械運転技能講習（機体 3t以上） 

・車両系建設機械の運転業務に係る特別教育（機体 3t未満） 

・不整地運搬車運転技能講習（1t以上） 

・不整地運搬車の運転業務に係る特別教育（1t未満） 

・高所作業車運転技能講習 

・墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育 

・ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育 

・その他知事が特別に認めるもの 

   ・助成金の交付にあたって、事業実施主体は、講習の内容等（内容、日程、金額がわ

かるもの）の写し及び講習を修了したことがわかる書類（修了証等）の写しをもっ

て確認する。 

   ・事業実施主体が指定する日付以前に、対象の森林技術者が退職等した場合は、助成

金の交付はしない。 

 

（２）新規造林保育専門会社等への自立支援金の給付 

①事業内容 

・新規に造林保育を行う林業事業体（一人親方を除く）を設立した場合、もしくは新規

に造林保育を行う部門を事業体内に立ち上げた場合における経営安定化を図るため

の自立支援金を給付する。 

②助成率等 

・助成額は、予算の範囲内で１月あたり９万円以内とし、６ケ月間を上限とする（月数

未満の日数は切り捨て）。 

・１事業体あたり１回限り受給できるものとする。 

③事業の要件等 

・助成対象とする事業実施主体の要件は次のとおりとする。 

〔助成対象とする林業事業体の要件〕 

・以下のいずれかに該当する林業事業体（一人親方を除く）であること 

①事業内容に造林・保育を含む設立して５年以内の林業事業体 

②新たに造林保育を行う部門を立ち上げて５年以内の林業事業体 

〔確認方法〕 

①法人にあっては「登記事項証明書の写し」 

※上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の法人にあっては、事業目的に

造林保育が含まれること及び設立して５年以内であることが確認できること。 

※上記「助成対象とする林業事業体の要件」の②の法人にあっては、事業目的に

造林保育が追加されたことが確認できること及び当該事業目的の追加変更がさ
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れた変更日が５年以内であることが確認できること。 

②法人以外にあっては所得税法第２２９条に基づく「個人事業の開業・廃業等届

出書」及び「規約の写し」 

※「個人事業の開業・廃業等届出書」は、設立して５年以内であることが確認で

きること。ただし、上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の林業事業

体に限る。 

※「規約の写し」は、上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の林業事業

体にあっては事業内容に造林保育が含まれることが確認できること。また、②

の事業体にあっては事業内容に造林保育が追加されたことが確認できること及

び当該事業内容の追加変更がされた変更日が５年以内であることが確認できる

こと。 

 

（３）外部講師による造林保育指導費用の支援 

①事業内容 

・新規に造林保育を行う林業事業体（一人親方を除く）を設立した場合、もしくは新規

に造林保育を行う部門を事業体内に立ち上げた場合における人材育成のために、造

林保育の指導を外部講師に依頼した場合に要する経費を支援する。 

②助成率等 

・助成額は、外部講師１人あたり、１万８千円/日または実際に支払った経費の日額相

当分のいずれか低い額を上限とする。 

・１事業体あたり４０人日を上限とする。 

③事業の要件等 

〔助成対象とする林業事業体の要件〕 

・以下のいずれかに該当する林業事業体（一人親方を除く）であること。 

①事業内容に造林保育を含む設立して５年以内の林業事業体 

②新たに造林保育を行う部門を立ち上げて５年以内の林業事業体 

〔助成対象とする外部講師の要件〕 

・以下のいずれかに該当する外部講師であること。 

①林業の経験年数が１０年以上の者 

②造林作業指揮者等安全衛生教育を修了している者 

〔確認方法〕 

①法人にあっては「登記事項証明書の写し」 

※上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の法人にあっては、事業目的に

造林保育が含まれること及び設立して５年以内であることが確認できること。 

※上記「助成対象とする林業事業体の要件」の②の法人にあっては、事業目的に造

林保育が追加されたことが確認できること及び当該事業目的の追加変更がされ
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た変更日が５年以内であることが確認できること。 

②法人以外にあっては所得税法第２２９条に基づく「個人事業の開業・廃業等届出

書」及び「規約の写し」 

※「個人事業の開業・廃業等届出書」は、設立して５年以内であることが確認でき

ること。ただし、上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の林業事業体に

限る。 

※「規約の写し」は、上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の林業事業体に

あっては事業内容に造林保育が含まれることが確認できること。また、②の事業体

にあっては事業内容に造林保育が追加されたことが確認できること及び当該事業

内容の追加変更がされた変更日が５年以内であることが確認できること 

③外部講師の指導に要する経費が確認できる書類の写し 

④外部講師の指導日が確認できる書類の写し 

⑤外部講師の造林作業指揮者等安全衛生教育の修了証の写し（該当する場合） 

⑥研修状況のデジタル写真（外部講師と研修受講者が確認できること） 

 

第５ 事業要望書の提出 

事業実施主体は、事業を実施しようとするときは、以下により公社まで、事業要望書を提

出しなければならない。 

（１）事業要望書の提出時期 

・公社が別途指定する日までとする。なお、公社が必要と認める場合は、これとは別に

事業要望書の提出を求めることができるものとする。 

（２）事業要望書の様式 

〔区分〕 〔様式〕 

・安全講習等受講に対する支援 ・第２号様式 

・新規造林保育専門会社等への自立支援金の給付 ・第３号様式 

・外部講師による造林保育指導費用の支援 ・第４号様式 

 

第６ 実績書の提出 

事業実施主体は、事業の完了後、以下により実績書を提出する。 

（１）実績書の提出時期 

実績書については、以下の期間内に公社まで提出するものとする。なお、公社が必要

と認める場合は、これとは別に定めることができるものとする。 

〔事業実施時期〕 〔提出期間〕 

・当該年度 

（４月から２月１５日まで） 

２月１６日から２月２８日まで（開始日又は締切日

が公社の休業日の場合は公社の翌営業日） 

※提出期間内に必着とする。 
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（２）実績書の様式及び添付書類 

・安全講習等受講に

対する支援 

・第２号様式 ・講習の案内（内容、日程、金額がわかる

もの）の写し 

・講習を修了したことがわかる書類（修了

証等）の写し 

・口座振込依頼書（第５号様式） 

・新規造林保育専門

会社等への自立支

援金の給付 

・第３号様式 ・登記事項証明書の写し（法人に限る） 

・個人事業の開業・廃業等届出書の写し

（法人以外の場合） 

・規約の写し（法人以外の場合） 

・口座振込依頼書（第５号様式） 

・外部講師による造

林保育指導費用の

支援 

・第４号様式 ・登記事項証明書の写し（法人に限る） 

・個人事業の開業・廃業等届出書の写し

（法人以外の場合） 

・規約の写し（法人以外の場合） 

・外部講師の指導に要する経費が確認で

きる書類の写し 

・外部講師の指導日が確認できる書類の

写し 

・外部講師の造林作業指揮者等安全衛生

教育の修了証の写し（該当する場合） 

・研修状況のデジタル写真（外部講師と研

修受講者が確認できること） 

・口座振込依頼書（第５号様式） 

第７ 確認 

公社は、実績書の提出を受けたときは、第６号様式により確認を行うものとする。また、

公社は確認にあたって、第７号様式により、県に対して、林業労働力調査への報告実績を確

認する。 

 

第８ 額の確定 

公社は、第７による確認の結果、適当と認める場合には、事業実施主体に対して、助成金

の額の確定を通知するとともに、確定額を事業実施主体に支払うものとする。 
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附則 

この事務取扱要領は、平成 30年 5月 9日から施行し、平成 30年度事業から適用する。 

附則 

この事務取扱要領の改正は、平成 31 年 4 月 1 日から施行し、平成 31 年度事業から適用す

る。 

附則 

この事務取扱要領の改正は、令和 2年 4月 1日から施行し、令和 2年度事業から適用する。 

附則 

この事務取扱要領の改正は、令和 3年 4月 1日から施行し、令和 3年度事業から適用する。 

附則 

この事務取扱要領の改正は、令和 4年 4月 1日から施行し、令和 4年度事業から適用する。 

附則 

この事務取扱要領の改正は、令和 4 年 11 月 11 日から施行し、令和 4 年度事業から適用す

る。 

附則 

この事務取扱要領の改正は、令和 6年 4月 1日から施行し、令和 6年度事業から適用する。 

附則 

この事務取扱要領の改正は、令和 8年 4月 1日から施行し、令和 8年度事業から適用する。 

 


